
№ 質　問 回　答

1
どんな設備が補助対象設備になります
か。

①Ⅴ２Ｈシステム
②太陽光発電システム（ＦＩＴ・ＦＩＰ制度の認
定を取得しないもの）
③太陽光発電システム（②以外のもの）
④定置用リチウムイオン蓄電池（②と同時に導入
するもの）
⑤定置用リチウムイオン蓄電池（④以外のもの）
の５つが補助対象設備となります。

2
申込みから支払いまでの流れを知りた
いです。

申込み → （予算額を超えた場合抽選） → 申請
→ 決定通知 → 実績報告兼請求 → 確定通知 →
支払い
となります。

3 電子申請はできますか。

申込みのみ電子申請ができます。パンフレット又
は市公式ホームページに掲載しているＱＲコード
より手続きをお願いします。持参または郵送での
申込みも可能です。
申請と実績報告については、持参または郵送での
手続きのみとなります。

4 申込み前に工事を始めて良いですか？

令和５年４月１日以降に工事着手された場合に対
象となりますので、工事を開始していただいても
かまいません。
また、申請書の提出時に工事が完了していてもか
まいません。

5
申込み時に工事が終わっているので、
実績報告書も一緒に提出して良いです
か？

実績報告書は、「交付決定通知書」を受け取って
からご提出ください。

6
前期の申込時に抽選で落選してしまっ
たので、後期にもう１度申込んでも良
いですか？

申込みは、全体で１回のみとなるため、前期申込
みをした場合、後期の申込みはできません。

7

前期の申請で太陽光発電システムを補
助してもらいました。さらに定置用リ
チウムイオン蓄電池を設置したいた
め、後期で蓄電池分の申込みをしても
良いですか。

申込みは、全体で１回のみとなるため、前期申込
みをした場合、後期の申込みはできません。

8
すでに工事が終わっているので、工事
着手前の写真がない場合はどうしたら
良いですか？

現状（設置済み）の写真を添付してください。

9
着工証明書はどのような場合に必要で
すか？

工事契約日が令和５年４月１日より前の場合に必
要です。
ただし、契約書に令和５年４月１日以降の着工予
定日が記入されている場合は、省略できます。
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10
着工証明書を作成するのは、契約書に
記載されている元請業者か、実際に工
事をした下請け業者のどちらですか？

契約書に記載されている元請業者で作成してくだ
さい。

11
代理人が申込み・申請をしても良いで
すか？

代理人でも可能です。入間市ゼロカーボンシティ
推進設備設置費補助制度については、委任状は必
要ありません。
ただし、市税に滞納がないことの確認願（収税課
で確認）については、本人または同居の家族以外
の方の場合には、代理人選任届が必要です。

12
代理人選任届の代理人の住所は、代理
人の属する会社の住所でも良いです
か？

本人確認を行うので、代理人の住民登録のある住
所を記入し、本人確認書類（運転免許証、健康保
険証等）をお持ちになり、申請してください。

13
要綱に書かれている委任状と、代理人
選任届の違いは何ですか？

異なった名称で表記されていますが、どちらも同
じ書類です。

14 郵送で手続きできますか？
郵送による申込書の提出も可能です。
※【前期】６月１６日（金）必着
　【後期】１１月１７日（金）必着

15
住民票は家族全員の記載が必要です
か？

申請者本人以外の記載は必要ありません。
また、マイナンバーや本籍の記載がないものをご
用意ください。

16
申請時に添付する「市税に滞納がない
ことの確認願」は、市外の居住者も提
出が必要ですか？

入間市税に滞納がないことを確認するため、提出
が必要です。

17
購入金額が０円、もしくはリースの場
合でも補助対象になりますか？

購入金が０円、もしくはリース品は補助対象外で
す。

18 新築住宅は対象となりますか？ 新築住宅も対象です。

19 集合住宅は対象となりますか？ 集合住宅は対象外です。

20

Ⅴ２Ｈシステムと定置用リチウムイオ
ン蓄電池を設置したいのですが、対象
要件である太陽光発電システムをまだ
設置していません。同時に設置しよう
と思うのですが、その場合は補助対象
となりますか。

太陽光発電システムは既設、新設は問わないた
め、同時に設置した場合も補助対象となります。
その場合、太陽光発電システムも補助対象となり
ますので、一緒にお申込みください。



21
補助対象設備はどの製品でも補助対象
となりますか。

Ⅴ２Ｈシステムは、国の補助事業における補助対
象機器として、一般社団法人次世代自動車セン
ターにより登録されたものが補助対象となりま
す。
太陽光発電システムは、日本産業規格（ＪＩＳ規
格）にて認定を受けたものが補助対象となりま
す。
定置用リチウムイオン蓄電池は、どの製品でも補
助対象となります。

22
定置用リチウムイオン蓄電池だけ設置
しようと思うのですが、④と⑤どちら
のメニューで申請すればいいですか。

④は②の太陽光発電システムと同時に設置する方
が対象となるため、⑤（１０万円）の補助メ
ニューでの申請となります。

23
国・県が実施している補助金と併用し
ても良いですか？

・①・③・⑤については併用してもかまいませ
ん。
ただし、対象経費が国・県の補助金で全て補われ
ている場合は補助対象外です。
・②・④については、国の地域脱炭素移行・再エ
ネ推進交付金（重点対策加速化事業）を原資とし
て補助メニューのため、他の国庫補助が原資と
なっている補助金との併用はできません。
・県が実施している「家庭における省エネ・再エ
ネ活用設備導入補助金」については、②の太陽光
発電システムとの併用はできませんが、④の定置
用リチウムイオン蓄電池との併用は可能です。

24

県の補助金を受けて太陽光発電システ
ムを設置する予定です。市の③の太陽
光発電システム（１０万円）の補助金
を受けることはできますか。

県の太陽光発電システムの補助要件は、市の②の
太陽光発電システムの要件に該当するため、③の
補助金は対象外となります。


